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主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 

 

2026 年３月27日付で、以下のとおり当社の主要株主である筆頭株主に異動がありましたので
お知らせします。 

記 

 

１. 異動が生じた経緯 

2026 年４月３日付(報告義務発生日2026年３月27日)で、千代田インベストメント株式会社よ

り大量保有報告書(変更報告書No.４)が関東財務局に提出されたため、主要株主である筆頭株主

の異動を確認しました。なお当該異動については、当社として当該株主名義の実質所有株式数を

確認できたものではありません。 

 

２. 異動に関する株主の概要 

（１）名称 千代田インベストメント株式会社 

（２）所在地 東京都千代田区西神田三丁目８番３号 

（３）代表者 土屋 大 

（４）事業内容 有価証券、デリバティブ取引等の各種投資業務 

 

３. 異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)および総株主の議決権の

数に対する割合 

【新たに主要株主である筆頭株主となる株主】 

・千代田インベストメント株式会社 

 
議決権の数 

(所有株式数) 

総株主の議決権の 

数に対する割合 
大株主の順位 

異動前 

(2025 年５月 14 日現在) 

3,477 個 

(347,700 株) 
 10.64％ 第２位 

異動後 

(2026 年３月 27 日現在) 

3,739 個 

(373,900 株) 
 11.37％ 第１位 

（注）１．異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、2025年５月20日に当該主要株主が関東財務局長宛に

提出した大量保有報告書の変更報告書に記載された保有株券等の数と、2025年４月30日現在の発行

済株式総数3,532,400株から2025年３月31日現在の株主名簿における議決権を有しない株式数

264,100株を控除した総株主の議決権の数32,683個に基づいて算出しております。 

２．異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2026年４月３日に当該主要株主が関東財務局長宛に

提出した大量保有報告書の変更報告書に記載された保有株券等の数と、2026年３月31日現在の発行

済株式総数3,534,800株から2026年３月31日現在の株式分布状況表（速報版）における議決権を有し

ない株式数244,900株を控除した総株主の議決権の数32,899個に基づいて算出しております。 

３．異動後の当該主要株主の議決権の数は、当該主要株主が関東財務局長へ提出した大量保有報告書の

変更報告書に基づいて記載しており、当社として当該主要株主の実質所有株式数及び議決権の数に

ついては確認できておりません。 

会 社 名 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル 

代 表 者 名 代表取締役社長 田中 譲治 

 (コード番号：7345 東証グロース) 

問 合 せ 先 管理部  

 (TEL. 045-329-7150) 



 

【主要株主である筆頭株主でなくなった株主】 

・石原 章太郎 

 
議決権の数 

(所有株式数) 

総株主の議決権の 

数に対する割合 
大株主の順位 

異動前 

(2025 年９月 30 日現在) 

3,528 個 

(352,800 株) 
 10.72％ 第１位 

異動後 

(2026 年３月 27 日現在) 

3,528 個 

(352,800 株) 
 10.72％ 第２位 

（注）１．異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、2025年９月30日現在の株主名簿に記載された保有株

券等の数と、2025年９月30日現在の発行済株式総数3,532,400株から2025年９月30日現在の株主名簿

における議決権を有しない株式数244,200株を控除した総株主の議決権の数32,906個に基づいて算

出しております。 

２．異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2026年３月31日現在の大株主名簿（速報版）に記載

された保有株券等の数と、2026年３月31日現在の発行済株式総数3,534,800株から2026年３月31日

現在の株式分布状況表（速報版）における議決権を有しない株式数244,900株を控除した総株主の議

決権の数32,899個に基づいて算出しております。 

 

なお、両株主とも総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

また、異動後の大株主順位については、2026 年３月 31 日時点の大株主名簿（速報版）を基準に当社におい

て推定したものです。 

 

４. 今後の見通し 

本件は、大量保有報告書（変更報告書）の提出に基づくものであり、今後の見通しについて

特に記載すべき事項はありません。 

以 上  


